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ＪＡ東京カップ第３７回 

  東京都 U-11サッカー大会第５ブロック予選 実施要項 
Ver.250806 

主  催： 東京都サッカー協会少年連盟第５ブロック 

共  催： 世田谷少年サッカー連盟 

日  時： ２０２５年９月６日（土）～１１月１６日（日） 

会  場： 二子緑地グランド、区内小学校、砧公園小サッカー場、駒沢グランド、大蔵総合グラン 

ド、Ｊ＆Ｓフィールド 

運  営： ・来場人数制限はなしです。（小学校会場等、施設都合により制限が有る場合を除きま

す。） 

      ・来場時は必ず本部に来場報告を行います。 

       ※当日来場の選手・指導者・保護者全員の参加となります。 

（本部より当日の注意事項等の事前説明を行います。） 

      ・メンバー提出用紙および４種登録選手一覧（選手写真付き）は試合開始３０分前まで

に本部に提出します。 

       （先発メンバーも要記載します。 

メンバー提出用紙等の未提出の場合は不戦負の扱いとなります。） 

・担当審判員は試合開始２０分前までに本部に集合してください。 

（割当て確認、事前打合せを行います。） 

・選手/指導者は試合開始１０分前までに本部に集合してください。 

・指導者/審判員はライセンスの確認を行います。 

携帯のアプリダウンロード、登録証の事前印刷など、準備をお願い致します。 

（本部集合時に確認します。） 

・審判員は本部にて選手確認を行います。（①氏名 ②背番号 ③用具確認） 

 確認終了後、審判員の誘導で試合会場（ピッチ）に入場します。 

・ユニフォームは正副（ＧＫを含む）を準備します。 

（準備できない場合は事前に事務局に相談をしてください。） 

        ・ＧＫのビブス対応は可能です。 

        ・来場時間の設定が行われます。 

         （小学校会場は試合開始３５分前、その他の会場は６０分前です。） 

         ※設定時間前に来場をしないでください。 

        ・小学校会場の時程運用のみ異なりますので注意してください。 

         （ピッチでアップ → 試合 の流れで、前後審判となります。） 

        ・公式戦実施の当日の最小人数は６名で試合成立です。 

         （大会エントリーは１チーム最小人数８名が必須です。） 

        ・ベンチ入り指導者は３名まで（最小２名）、有資格者は最小２名必須です。 

審判対応等により試合途中でベンチ離席の場合も、当日の来場者から補充の上、常時

２名のベンチ入り指導者（成人）を担保してください。 

（試合途中でメディカル担当として保護者等がベンチ入りすることも可能です。） 

（選手保護対応の観点です。） 



 2 / 4 

 

        ・１０月末までは飲水タイムを適用予定です。 

（クーリングブレイクの適用も有ります。） 

        ・環境省 熱中症予防情報サイト の対応は以下となります。 

         ＊熱中症特別警戒アラート 

          発表が有った時点で大会・試合は中止です。 

＊熱中症警戒アラート 

          JFA「熱中症対策ガイドライン」に基づき、現地で連盟役員が判断します。 

         （ https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline_amendment.pdf ） 

＊日最高暑さ指数（予想値）31 以上 

          JFA「熱中症対策ガイドライン」に基づき、現地で連盟役員が判断します。 

         （ https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline_amendment.pdf ） 

申込方法： ２０２５年７月２７日（月）～７月３１日（木）迄に連盟事務局までメールで申込みま 

す。 

      「区民スポーツ大会」の申込みと同一申込書で行います。 

組合抽選： ８月１７日（日）です。 

      ※抽選方法は別途クラブ ML で連絡します。 

参加資格： ・２０２５年度東京都サッカー協会第４種に登録する予定のクラブ、選手であること。 

→３月４日（火）～３月１０日（月）に必ず「継続申請」が必須です。 

・クラブ代表の「暴力根絶の宣言」が提出されていること。 

・参加チームの構成は単一加盟チームに限られ、年間を通じて継続的に活動しているこ

と。 

・移籍した選手の取り扱いは大会運営本部が都連盟と協議します。 

・５年生（小学校在学学年）主体で構成されたチームで、スポーツ安全傷害保険に加入

していること。 

 （当該学年でも、年齢が超過している選手については、出場を認めません。） 

・８月９（土）～１５日（金）までに４種登録後で出場選手の氏名・登録番号を記載し

た「第３７回 JA 東京カップ・東京都中央大会メンバー提出用紙」を５Ｂ事務局

（ 5b_office@sjfl.tokyo ）までメールで提出すること。 

・選手の追加登録→名簿提出後に追加することはできるが、大会には登録番号が発番さ

れてからでないと、出場できません。 

・指導者ライセンス有資格者２名以上（「ベンチ入り指導者資格」に記載必須）、有資格

審判員２名以上（Ｓ４級以上）の帯同ができること。 

・チームの選手は８名以上いること。 

 ※中央大会（都大会）への推薦は５年生（満１１歳以下）主体で１６名以上の選手登

録が条件です。 

  ブロック予選上位であっても、この条件を満たさない場合は中央大会推薦対象外

となります。 

【２チームエントリーの条件】 

 ・同一チームより２チームまでとして、単一チームであること。 

 ・５年生（小学校在学学年）のみで３２人以上登録されていること。 

https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline_amendment.pdf
https://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline_amendment.pdf
mailto:5b_office@sjfl.tokyo
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 ・２チームとも５年生（小学校在学学年）のみとし、下級生を含むことは出来ません。 

 ・ユニフォームは、現在保有のユニフォームでも良く、新調しなくても良いです。 

 ・それぞれのチームに監督・コーチは別で必要です。 

 ・試合日程等に２チームエントリーで有ることは、考慮されません。 

 ・２チームとも中央大会に出場することが出来ます。 

  ただし、ブロック大会終了後に合体して一つのチームとして、中央大会に出場する

ことは出来ません。 

ｼｰﾄﾞ設定： 第１シード：前年の区民体育大会４年すぎのこ大会のベスト４（MIP/A、ベラジス

タ、トッカーノ、バディ B） 

         第２シード：ＪＡ東京カップ第３６回東京都 U-11 サッカー大会第５ブロック予選ベ

スト４（バディ、ＭＩＰ、トッカーノ、三宿） 

               ※ただし、バディ、MIP、トッカーノは第 1 シードの為、三宿のみとな

ります。（シードの順位繰上は行いません。） 

試合方法： トーナメント方式です。 

      上位チームのうち、フェアプレーとリスペクト精神を発揮した３チームをちゅう王大

会に推薦します。 

競技規則： ・８人制です。 

・１５分ハーフを採用します。 

・ベスト８以上の試合は、都大会のレギュレーションを確認の上、試合時間等の一部ル

ールを適用することが有ります。 

・記載のない事項は「世田谷区の８人制統一ルール」に準じ、その他は最新の「JFA 競

技規則」に準じます。 

ファウルは適用しますが、警告・退場を含め当該試合のみの適用となります。 

※累積・出場停止は行いません。 

・ユニフォームはユニフォーム規程に則ります。（正副２着用意が必要です。） 

リーグ戦では大会本部がやむを得ないと判断した場合のみビブスの代用も認めます。 

審  判： 「審判員規程および基本マニュアル」を参照してください。 

表  彰： １～４位にトロフィ ､賞状授与。 

１～３位に個人メダル（１チームにつき１６個贈呈）。 

※メダル返却は１個につき１pt 進呈します。 

参 加 費： ・大会参加費：５，０００円（東京都少年サッカー連盟へ納付） 

        ・チーム登録費：２，０００円 

        ・大会参加費：１，０００円 

・参加費等は別途指定日に指定の銀行口座に振り込んで頂きます。 

そ の 他： 各会場での注意事項等は必ず保護者含み来場者すべてに周知徹底してください。 

        観戦マナー（保護者による戦術指導、ジャッジに対しての異議、暴言等）を守れない方

は退場、退席の上、世田谷少年サッカー連盟試合会場への立ち入りを禁止する事となり

ます。 

        上記協力を得られず著しく連盟の運営に影響を及ぼす場合、次年度より該当クラブの

連盟加入を認めません。 
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  変更履歴： ・2025 年 08 月 06 日（適用は 2025 年 09 月 01 日より） 

         過年齢選手の（通達）に対応した変更 

          満１１歳以下 ⇒ 小学校在学学年 に変更 

 


